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秋田県告示第４４７号

秋田県田沢湖スキー場条例（平成18年秋田県条例第77号）第11条第１項の規定により、次のとおり秋田県田沢湖スキ

ー場の利用料金の承認をしたので、同条第３項の規定に基づき、公告する。

承認した秋田県田沢湖スキー場の使用に係る利用料金は、平成30年12月１日から適用する。

平成30年９月25日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

秋田県田沢湖スキー場

１ リフトの利用料金（シーズン券）

シーズン券 小学校児童 全リフト共通 10,000円

中学校生徒 25,000円

高等学校生徒 30,000円

大人 65,000円

60歳以上 50,000円

70歳以上 20,000円

備考 これまでのシーズン券における「中学校生徒及び高等学校生徒」の区分は、廃止する。


